
 

平成 19 年版 
          パーフェクト宅建 一問一答        (2662) 

【正誤の追加のお知らせ】 
 

                                  平成 19 年 8 月 24 日 
                         ㈱住宅新報社 法律・資格図書編集部 

TEL.03-3504-0361 
    

【正誤の追加】 上記書籍に，以下のような記述の誤りがございましたので，ご訂正願いま
す。誤りにつきまして，謹んでお詫び申し上げます。 

ページ・位置 誤 正 

P493 解説② 
上 3行目 ……答：○ ……答：× 

 
 
                  平成 19 年版 
          パーフェクト宅建 一問一答        (2662) 

【法改正による修正箇所 ・ 正誤のお知らせ】 
 

                                  平成 19 年 7 月 24 日 
                         ㈱住宅新報社 法律・資格図書編集部 

TEL.03-3504-0361 
    

【法改正による修正】 上記書籍に，以下のような法改正による修正が生じましたので，お
知らせいたします。なお，今年度の本試験は，平成 19 年 4月 1 日(日)現在施行の法令等に
基づいて出題されます。また，本試験は平成 19 年 10 月 21 日（日）に実施されます。  

ページ・位置 改正前 新規定 

P477 解説④ 
上 3～4行目 

（租特法 36 条の 6第 1項） （租特法 36 条の 2、36 条の 5） 

P477 解説⑤ 
上 1～2行目 

50m2以上 280m2以下である（租特
法施行令 24条の 5第 1項 1号）｡ 

50m2以上（上限が法改正により撤
廃）である（租特法施行令 24 条
の 2 第 3 項）。 

P481 解説④ 
上 1～2行目 （租特法 31 条の 3、36 条の 6） （租特法 31 条の 3、36 条の 2） 

P483 解説② 
上 3行目 （租特法 41 条 6 項） （租特法 41 条 7項） 



 

【正誤】  上記書籍に，以下のような記述の誤りがございましたので，ご訂正願います。誤
りにつきまして，謹んでお詫び申し上げます。 
ページ・位置 誤 正 

P64 問題⑥ 
上 1行目 

Ｃが連帯保証人となった 
場合、 

ＡがＢに対して有する債権を 
担保するためＣが連帯保証人と 
なった場合、 

P77 解説⑤ 
上 2行目 

答：×○ 答：× 

P393 解説⑧ 
上 2行目 

答：× 答：○ 

P485 解説⑤ 
上 2行目 （租特法 41 条 6 項） （租特法 70 条の 3各項） 

 


